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瑞穂町保育園の設置及び管理に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第3条 略 第1条から第3条 略 

(指定管理者による管理) (指定管理者による管理) 

第4条 保育園の管理は、地方自治法(昭和22

年法律第67号)第244条の2第3項の規定によ

り、町長が指定するもの(以下「指定管理者」

という。)に行わせることができる。 

第4条 保育園の管理は、地方自治法(昭和22

年法律第67号)第244条の2第3項の規定によ

り、町長が指定するもの(以下「指定管理者」

という。)が行うものとする      。 

(町長   が行う業務) (指定管理者が行う業務) 

第5条 町長      は、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

(1)から(4) 略 (1)から(4) 略 

第6条 略 第6条 略 

(休所日) (休所日) 

第7条 保育園の休所日は、次のとおりとす

る。ただし、町長      が特に必要がある

と認めるときは、これを変更し、又は臨時

に休所日を定めることができる。 

第7条 保育園の休所日は、次のとおりとす

る。ただし、指定管理者が特に必要がある

と認めるときは、これを変更し、又は臨時

に休所日を定めることができる。 

(1)から(3) 略 (1)から(3) 略 

(保育時間) (保育時間) 

第8条 保育園の保育時間は、保育標準時間認

定児(保育必要量(法第20条第3項に規定す

る保育必要量をいう。以下この条において

同じ。)を1日につき11時間までとされた児

童をいう。)と保育短時間認定児(保育必要

量を1日につき8時間までとされた児童をい

う。)の区分に分けて町長      が定める。

ただし、町長      が必要があると認める

ときは、保育時間外においても保育するこ

とができる。 

第8条 保育園の保育時間は、保育標準時間認

定児(保育必要量(法第20条第3項に規定す

る保育必要量をいう。以下この条において

同じ。)を1日につき11時間までとされた児

童をいう。)と保育短時間認定児(保育必要

量を1日につき8時間までとされた児童をい

う。)の区分に分けて指定管理者が定める。

ただし、指定管理者が必要があると認める

ときは、保育時間外においても保育するこ

とができる。 

2 保育必要量の認定を受けていない児童に

係る保育時間については、前項本文の規定

にかかわらず、町長      が別に定める。 

2 保育必要量の認定を受けていない児童に

係る保育時間については、前項本文の規定

にかかわらず、指定管理者が別に定める。 

第9条及び第10条 略 第9条及び第10条 略 
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(利用者負担額) (児童運営費  ) 

第11条 入所児童(児童福祉法第24条第5項又

は第6項の規定により町長が入所させた児

童を除く。)の保護者は、規則で定める利用

者負担額            を納付しなければな

らない。 

第11条 入所児童(児童福祉法第24条第5項又

は第6項の規定により町長が入所させた児

童を除く。)の保護者は、規則で定めるとこ

ろにより、児童運営費を納付しなければな

らない。 

 2 前項の児童運営費の額は、法第27条第3項

第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児

童が第6条第3号に掲げる児童である場合に

あっては、法第28条第2項第2号の内閣総理

大臣が定める基準)により算定した費用の

額(その額が現に保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に保育に要した費用

の額)とする。 

(時間外保育の利用料金) 

第12条 第8条第1項ただし書の規定により保

育時間外に保育を行う場合においては、町

長は            、当該保育

時間外に行う保育の利用料金を定め、  

         収受することができ

る。 

(時間外保育の利用料金) 

第12条 第8条第1項ただし書の規定により保

育時間外に保育を行う場合においては、指

定管理者は、町長の承認を得て、当該保育

時間外に行う保育の利用料金を定め、指定

管理者の収入として収受することができ

る。 

(指定管理者が管理を行う保育園における

条例の適用) 

第13条 第4条の規定により指定管理者が管

理を行う保育園におけるこの条例の適用に

ついては、第5条、第7条ただし書及び第8

条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、

前条中「町長は」とあるのは「指定管理者

は、あらかじめ町長の承認を得て」と、「収

受する」とあるのは「指定管理者の収入と

して収受する」と読み替えるものとする。 

 

第14条 略 第13条 略 

附 則    附 則 

1 略 1 略 

 (経過措置)  (経過措置) 

2 略 2 略 
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 3 第6条第3号に掲げる児童に係る第11条第1

項の児童運営費の額は、同条第2項の規定に

かかわらず、当分の間、法附則第9条第1項

第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した額(その額が現に保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に保育

に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる

額の合計額とする。 

  

別表 略 別表 略 

  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 


